
 

令和３年度第１回君津市総合建設審議会次第  

 

日時 令和３年４月２３日（金） 

午前１０時から  

場所 君津市役所議会全員協議会室  

  

１ 開  会       

 

２ あいさつ  

 

３ 議  題  

  新しい総合計画 基本構想骨子（たたき台）について  

 

４ そ の 他  

 

５ 閉  会  

 

《配布資料》  

 資料１…基本構想骨子（たたき台）概要 

資料２…基本構想骨子（たたき台）  

 



日時　令和3年4月23日（金）
　　　午前10時から
場所　君津市役所議会全員協議会室

君津市総合建設審議会席次表

伊澤副会長 高橋会長 石橋副会長
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天笠　寛　　委員 松本 裕次郎 委員
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総 合 建 設 審 議 会 委 員 名 簿 

 
総合建設審議会委員 

 № 氏 名（敬称略） 団 体 名 等 備考 

1 高橋 明 市議会議員 会長 

2 橋本 礼子 市議会議員  

3 下田 剣吾 市議会議員  

4 佐藤 葉子 市議会議員  

5 松本 裕次郎 市議会議員  

6 鈴木 高大 市議会議員  

7 伊澤 貞夫 教育委員会委員 副会長 

8 石橋 定雄 農業委員会会長 副会長 

9 佐久間 宏行 君津市農業協同組合常務理事  

10 天笠 寛 君津商工会議所副会頭  

11 関口 牧江 君津市赤十字奉仕団副委員長  

12 小林 聡 君津木更津医師会委員  

13 川名 寛章 県議会議員  

14 平田 悦子 県議会議員  

15 小関 常雄 
日本製鉄㈱東日本製鉄所総務部君津

庶務室長 
 

 



執 行 部 出 席 者 名 簿 

                         

所   属   等 氏   名 

市   長 石 井 宏 子 

企画政策部 部   長 竹 内 一 視 

企画政策部 次   長 髙  橋 克  仁 

企画課 課  長 馬 場 貴 也 

企画課 副 課 長 中 村 峰 之 

企画課 係  長 山  口   悟 

企画課 副 主 査 東   聡 年 

企画課 主任主事 石 井 悠 太 
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○君津市総合建設審議会条例 

昭和４６年６月１０日 

条例第７１号 

改正 昭和４６年９月１日条例第７４号 

昭和５６年４月１日条例第４号 

（設置） 

第１条 本市に、君津市総合建設審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の総合建設計画の策定及びその実施に関し審議

し、必要な調査を行う。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１８人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 市議会議員 ６人以内 

(2) 教育委員会の委員 １人 

(3) 農業委員会の委員 ２人以内 

(4) 公共的な団体を代表する者 ６人以内 

(5) 知識経験を有する者 ３人以内 

３ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、その職にあるため委員となった者

は、その在職期間とする。 

４ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は非常勤とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長１人、副会長２人を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、委員のうちから会長が任命する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

６ 会長、副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代

理する。 
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（会議） 

第５条 審議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は市長の定める機関において処理する。 

（市長への委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４６年９月１日条例第７４号） 

この条例は、昭和４６年９月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年４月１日条例第４号） 

この条例は、昭和５６年１１月１日から施行する。 

 










































